
2024

公認会計士
と一緒に
投資家体験

弁護士
と一緒に
民事模擬裁判

 開催場所: 公認会計士会館（千代田区）

オータムスクールオータムスクール

11/24(日)

13:00〜 お仕事体験してみよう

対象: 中学1〜３年生

お申し込みはこちら！
参加費: 無料

要申込
(応募多数の場合は抽選)



授業内容

（前半）ハロー！会計
「出資と貸付」有利なのはどっち？

（後半）民事模擬裁判
「貸したの？あげたの？」

注意事項：
修了証は発⾏いたしません
個⼈での申し込みのみ受け付けます
前半のみ、後半のみの参加はできません
保護者の⽅の了解を得てから申し込んでください
定員60名、申し込み多数の場合は抽選となります
当選された⽅には11⽉上旬に通知いたします
ご提供いただいた個⼈情報の取り扱いについては、ウェブ
サイトの申し込みフォームをご確認ください。
広報活動等に使⽤する⽬的で、当⽇の授業の模様を動画・
写真撮影⾏います。参加者の姿が映像等に収録される場合
がございますので、予めご了承ください。

お申し込みはこちらから！（参加費無料）
https://tokyo.jicpa.or.jp/information/details.html?itemid=523&dispmid=878

お問い合わせ先：⽇本公認会計⼠協会東京会広報課
電話:�03-3515-1184
Email:�tokyo-kouhou@sec.jicpa.or.jp

お申し込みが完了しましたら
⾃動返信メールをお送りいたしま
すので、事前に「sec.jicpa.or.jp」
のドメインからメールを受信でき
るように設定してください。メー
ルが届かない場合は、上記問い合
わせ先までご連絡ください。

将来有望と期待されるテクノロジーで起業
を⽬指す⼤学⽣社⻑が、投資家のあなたの
もとに「資⾦を出して欲しい」と依頼にや
ってきた！
「出資する」OR「お⾦を貸す」
どちらが有利なのか？
会計の知識を使って、最もお⾦を増やせる
戦略を⽴ててみよう！

テクノロジー会社を起業した友⼈の
連帯保証⼈になった甥を助けるため、
叔⺟が渡した150万円。
数年後、「お⾦を返して」という叔⺟に対
し、「もらったもの」と譲らない甥。
150万円は貸したの？あげたの？
裁判官のあなたは叔⺟と甥、
どちらを信じますか？

http://sec.jicpa.or.jp/

